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（訟ろ－07）

平成24年11月27日

高等裁判所事務局長殿

家庭裁判所事務局長殿

最高裁判所事務総局家庭局第一課長浅香竜太

拝啓時下ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。

さて， この度，平成25年1月1日から施行される家事事件手続法（平成23年

法律第52号）及び家事事件手続規則（平成24年最高裁判所規則第8号）につい

て下記のとおり一覧表等を作成しましたのでお送りいたします。

ついては，裁判官，裁判所書記官，家庭裁判所調査官等の関係職員に配布するな

どして，執務の参考とされるようお取り計らいください。 敬具

記

1 即時抗告の対象となる家事審判事件一覧表（別紙第1）

2 主な審判以外の裁判に対する即時抗告一覧表（別紙第2）

3 保全処分一覧表（別紙第3）

4審判事件別保全処分一覧表（別紙第4）

5 戸籍通知を要する事件一覧表（別紙第5）

6 戸籍記載の嘱託対象事件等一覧表（別紙第6）

7 家事事件の申立ての取下げについて（別紙第7）

8 主な審判事件一覧表（別紙第8）

9 家事事件手続法及び家事審判法適用事件一覧表（別紙第9）



の対象となる家事審判事件一覧表
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別表 項 事項 審判 新法下での即時抗告鞭者
件
旧規則等(※1）

鹿容

却下

却下

鯉容

却下

腿容

却下

浬容

却下

麗容

却下

却下

鰹容

却下

鯉容

却下

潔容

却下

却下

却下

認容

却下

浬容

却下

鯉容I

却下 I

鯉容 I

却下 I

麗容，
却下

却下

却下

却下 I

鯉容 l‘利

却下 I

麗容

壬意後見契約法10R2項に
I立人を除く｡）

申立人

民法10条に規定する者
成年媛見人

量貝監
見人畝

成年被後見人

成年後里藍欄 人

申立人.成年被後見人,成年被後見人の
親族

民法11条本文及び任意後見契約法10条
堂西に蝿宗寸黒岩f由寸上客隆<‐）

申立人 l ‘

被保佐人(申立人を除く｡）

申立人

民法14条1項に規定する者
保佐人

申立人,保佐監督人,被保佐人.被保佐
Aの鍾達

保佐監督人

申立人．被保傍人．榊俣傍人の銅棒

民法15条1項本文及び任意後見契約法1
0条2項に規定する者(申立人を除く｡）

申立人

申立人 ．

民法18条1項に規定する者
描助人

申立人,補助監督人,被補助人.被補助
人の親族

補助監督人

申立人．被補助人.被補助人の頚棒

不在肴及び利再閣係人(申立人審瞼＜‐）

申立人 I

1審関係人(申立人を 農<、） 1，1

失諒者及び利害関係』 I．1

夫及び妻

申立人

申立人

申立人

啓関係人(申立人を除く。）

申立人

養子となるべき者の父母,養子となるべき
者に対し親権を行う者であって養子となる
べき者の父母でない者.養子となるべき者
の未成年後見人.養子となるべき者の父
母に対し親播を行う者‘養子となるべき者
の父母の後見人

1231O

12sI②

12310
1231④

1231⑤

123］⑥

1231@

1321①

321②

1321@

1321@

1321

1321⑥

1321⑦

1321⑧

1321⑨

14110

1411②

1411@

14 1］③
14 TI⑤．

1411O

14 11⑦

14 11⑧
7』 8V①

14 8V②

4 gⅣ①

4 gⅣ②

1561@

159m

160m

161Ⅳ

162Ⅳ①

162Ⅳ②

164Ⅷ①

規271

規27Ⅱ

規28Ⅱ
規871

規87Ⅱ

規92Ⅱ、871

規g2n，87Ⅱ

規30の41

規30の4n，27Ⅱ

ー

一

規30の6Ⅱ
規93m、87】

規93m,87n

規93，．871

規93，．87Ⅱ

"30の121

規30の12Ⅱ．27
Ⅱ

一

規30の14Ⅱ

規B71．93m

規87Ⅱ‘93m

銅93m、871

規93，．87Ⅱ

規421

規42Ⅱ、27Ⅱ

規431

銀43Ⅱ

規50

ー

規62．27Ⅱ

規63の2．27Ⅱ

規64の21

規64の2n．27Ⅱ

却下 申立人 164Ⅷ② 規64の8Ⅱ、27Ⅱ

64 特別養子縁組の離録
麗容

却下

養子､養親.養子の実父母,養子に対し親
権を行う者で養親でない者,養子の後見
人.養親の後見人.養子の実父母に対し
親楢を行う者.養子の宴父母の後見人(申
立人を除く｡）

申立人

165Ⅶ①

165Ⅶ②

規64の141

規64の14Ⅱ、27
Ⅱ

67
親権喪失,親樋停止又は管理
権盛失

麗容

却下

~画■ｰ0ｰ－，巴ニーゴ、一■ー…1醒巳両一一句し

る者及びその穎族(申立人を除く.）

申立人.子及びその親族,未成年後見人
並びに未成年後見監督人

1721①，
②.③

1721@

規771

規77Ⅱ

68
親権畏失.親棺停止又は管理
梅喪失の審判の取消し

麗容

却下

子及びその親族,子に対し親権を行う者
未成年後見人並びに未成年後見監督人

申立人並びに親権を喪失し,若しくは停止
され,又は管理権を喪失した者及びその親
族

1721

1721@

規801

規80Ⅱ

69
親掘又は管理椎を回復するに
ついての鮓可の申立て

却下 申立人 17210 一

70 li
養
と
子の離縁後に未成年後見人
なるべき者の選任

却下 申立人 179① 一
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1表第一

別表 項 事項 審判 新法下での即時抗告樋者
家事；
手糾
唇件
窪
旧規則等(※1）

73

76

84

85

86

未成年後見人の鯛任

未成年後見監督人の解任

扶養蝕務の設定

扶養穂務の股定の取消し

推定相続人の廃除

盟容

却下

麗容

却下

麗容

却下

鯉容

却下
腿容

却下

旬
。
■

■
１
１
■

■
■
己

畠
■
■
口

1
I

イ
【

Ｈ

■

【

邑成年後見人

I立人,未成ゴ
1人‘及び未哨

§後見監督人．未成年被後
i年被後見人の親族

息成年後見監 野人

I立人,未成年被後見人,未成年被後見
､の規族

§養渥務者となるべき者(申立人を除く．）

l立人

§雲権利者(申立人審践く｡）

l立人

【隙された推定相偲人

立人

17gC ）

179③

179@

179⑤

1860 1
186② I

186③
186④

188V①

188V②

87
推定相綾人廃除の審判の取消
し

却下 申立人 188V@

89
相続の承鹿又は放棄をすべき
期閉の伸昼

却下 申立人 201Ⅸ① 規113． 111

91
限定承惚又は相続の放棄の取
消しの申述の受理

却下
限定承麗又は相続の放棄の取消しをする
ことができる者 201Ⅸ② 規115n． 111

92 限定承浬の申述の受理 却下 申述人 201Ⅸ③ 規115Ⅱ．111

95 相統の放棄の申述の受理 却下 申述人 201Ⅸ③ 規115Ⅱ，111

96 財産分離

湧容

却下

相糠人

相続侭権者及び受遺者(民法941条1
項)，相続人の債権者(民法950条1項）

202Ⅱ①

202Ⅱ②
③

規117［

規117Ⅱ

101
特別縁故者に対する相続財産
の分与

浬容

却下

申立人及び相続財産管理人

申立人

20610

2061@

規119の71
漉
而

1 0判”'u･墓ノ

102 遺言の確鹿
浬専

却下

利啓関係人

遺言に立ち会った鉦人及び利害関係人

2141①

2141@

規121 ］

規1211

104 遺言執行者の選任 却下 利害関係人 2141@ 規1重7【

106 遺言執行者の解任
認容

却下

遺言執行者

利香関原人

2141④

2141⑤

規126Ⅱ

規127】

107
遺言執行者の辞任についての
許可

却下 申立人 2141@ 規127Ⅱ

108
負担付過贈に係る遺言の取消
し

惚容

却下

一一ー＝マヶローーヶ U "再一両も”マ､ Bーウマとr叩■

ぐ‐）

相鏡人

2141@

2141O

規1281

規128Ⅱ

110 遺留分の放棄についての酌可 却下 申立人 216Ⅱ 一

111

任堂後見契約の効力を発生さ
せるための任意後見監督人の
選任

却下 申立人 223① 特規3の5

117 任憩後見監督人の解任
盟容

却下

任意後見監督人

申立人並びに本人及びその親族

223②

223③ ’

特規3の9,規87
I

特規3の9.規87
Ⅱ

120 任恵後見人の解任
鯉容

却下 '1申
本人及び任意後見人(申立人を除く｡）

立人,任恵後見監督人並びに本人及び
一一や峠

223④

223⑤ ’
■
Ｊ
ｄ 特

特規3の10‘現87
T

規3の10,規87
Ⅱ

121
任恵後見契約の解除について
の許可

鞄容

却下

本人及び任童竣見人(申立人を除く｡）

申立人

223⑥

223⑦

特規3の141

癖
晒
3の14Ⅱ‘3

122 氏の変更についての許可
腿容

却下

利害関係人(申立人を除く。）

申立人

231①

231②

特規6Ⅱ

特規61,3の5

122 名の変更についての酔可 却下 申立人 231② 特規61.3の5

123 就繍静可 却下 申立人 231③ 特規8,61.3の5

124 戸籍の訂正についての許可
魂容

却下

利害関係人《申立人害除く合）

申立人

231④

231⑤

特規11Ⅱ

特規111 ．3の5

125
戸締事件についての市町村長
の処分に対する不騒

腿容

却下

当該市長村長

申立人

231⑥

231⑦

特規171

特規17Ⅱ、3の5

126 性別の取扱いの変更 却下 申立人 232m 特規17の3.3の5

127

都道府県の措置についての承
鰯(児童の里親委託･児童福祉
施設収容）

露容

却下

児亙を現に監謹する者.児童に対し親授を
空一一一一＝空包R一一一一一一一｡

申立人

2380

238

特規20Ⅱ

特規201,3の5

128
都道府県の措困の期間の更新
についての承膨

躍容 ’
却下

児童を現に監謹する者.児童に対し観権を
行う者及び児琶の夫成年機国人

申立人

238③

238④

特規20Ⅱ

特規201 ．3の5

129 施設への入所等についての許
可

囲容 I被者
却下

保塵者に対し親権を行う者及び被保瞳
の後見人

申立人

240Ⅵ①

240Ⅵ②

特規20の4Ⅱ

特規20の41‘3
の5



|審判’審判
家事事件
手続法

事項 新法下での即時抗告権者 旧規則等(※1）別表 項

保謹者となるべき者(申立人を除く｡）
串立人

先順位に変更される者(申立人を除く｡）

申立人

》
》
恥
一
恥

塞
垂
塞
訴

一
一
一
一
一
一
一
一

保護者の選任130

保護者の順位の変更130

破産手続が開始された場合に
おける夫婦財産契約による財産
管理者の変更等(共有財産の分
割含む）

詞容
却下

242m‘ 1
56②

夫及び妻 特規25‘規50131

別表第一
242Ⅲ‘

172I(a親権を行うものにつき破産手続
が開始された壜合における管理
権喪失

管理権を喪失する者及びその親族 特規27.蜆771塊容
132

申立人．子及びその親族.未成年後見人 242m， 1
721の

特規27.規77Ⅱ却下
並びに未成年後見監督人

特規30,規115
Ⅱ． 111

破産手続における相続の放棄
の承認についての申述の受理

破産管財人却下 242m133

認容｜当該合意の当事者(申立人を除く｡）
却下 ｜当該合意の当事者

243m①｜特規34Ⅱ

243Ⅲ②｜特規341
遺留分の算定に係る合意につ
いての許可

134

夫婦間の協力扶助に関する処
分

容
下
認
却 156①夫及び妻 規46.971

飽容
却下
夫及び要 156③ 規51，50婚姻費用分担2

麗容
却下

156④ 規6 ，55子の父母及び子の陦蓮者子の監謹に関する処分３

認容
却下

156⑤ 規56，50夫又は妻であった者財産の分与に関する処分4

婚姻の当事者〈民法751Ⅱの規定による
場合にあっては生存配偶者).利害関係人

離婚等の場合における祭具等
の所有橇の承継者の指定

麗容
却下

156⑥ 規595

離縁等の場合における祭具等
の所有権の承継者の指定

潔容
却下
離縁の当事者.利害関係人 規69，59163Ⅲ6

1721Ol規68の3,55

1721Ol"63の3 27n

認容｜養子の父母及び養子の監護者

却下｜申立人.義子の父母及び養子の監護者

養子の離縁後に親権者となるべ
き者の指定

7

記容
却下

1721子の父母及び子の惟髄者 規70.7255親権者の指定又は変更別表箪二 8

扶養の順位の決定及びその決 麗容
却下

186G)申立人及び相手方 規979
． ’定の変更又は取消し

扶養の程度又は方法について
の決定及びその決定の変更又
は取消し

盟容
却下

186⑥ 規97申立人及び相手方10

相線の場合における祭具等の
所有権の承継者の指定

飽容
却下
相続人‘利害関係人 規103．59190m11

認容
却下

1981①相続人遺産の分割12
規111

翻
一
榊
一
認

唖
一
睡
一
岬

13 1遺産の分割の禁止 霊
一
癖
一
蔀

|規103の51

1規103の5Ⅱ
寄与分を定める処分14

請求すべき按分割合に関する
処分

認容，
却下
申立人及び相手方 特規17の8233Ⅱ15

扶養義務者の負担すべき登用
額の確定

露容
却下
申立人及び相手方 240Ⅵ③ 特規20の616

一一
年

取消し後又は変更後の審判が原審判であ
るとした場合に即時抗告をすることができ
る者

認容審判の取消又は変更の審判 78Ⅳ

■ ■ ■ ■

抗告人即時抗告の不適法却下の審判 87Ⅳ

合意に相当する審判(法277）
に対する異議申立てを却下する
審判

異懸の申立人 規14o280Ⅱ

鯛停に代わる審判(法284)に
対する異溌申立てを却下する審
判

異溌の申立人 規140286Ⅳ

1－－－

(※2>本案の家事審判の申立てについて
の審判(申立てを却下するものを除く｡)に
対し即時抗告ができる者

認容 規15のaⅡ110Ⅱ

審判前の保全処分

(※2)申立人 規15の3】却下 7101

雑 規15の4，

規15の4m

規15の4Ⅱ

需
一
垂
鑑

|(※2)審判前の保全処分の申立人

|<※2>申立人
|(※2)審判前の保全処分の申立人

113Ⅱ

1131

113Ⅱ

審判前の保全処分の取消し

現状回復の審判

遥産の分割の禁止の審判の取
消し又は変更

麗容，
却下
相続人 1981O 規獅2Ⅱ，117

<※1)｢規｣は家事審判規則『特規｣は特別家事審判規則を示すc

(X2)110条1項各号に掲げる保全処分の申立てを却下する審判については.即時抗告を申立てることはできない。



(別紙第2）

主な審判以外の裁判に対する即時抗告一覧

当事者からの，家硯審判事件の配録の閲覧若し

くは臓写，正本，贈本若しくは抄本の交付又【。
家事審判事件に関する事項の証明書の交付，濁
音テープ又はビデオテープ複製の許可の申立て
、初志

謹購-罵二

町 完.

事項 ､ ． ． .’ : .; : ． ． : : 、即時抗告申立椴者
6

D

樋拠条文(※1） 9 備考．

管轄に属しない事件の移送の裁判

－｡● ‐寺 ■■ 一 －－一－0－－－I

管陪に周する事件の裁量移送の釜判
■－－●ー●ー← 一q－ 一L浄 q■‐

管輔に属しない事件の移送の申立ての却下

除斥の申立ての却下

1■L■‐ ■I■■ー

忌避の申立ての却下

●■●

特別代理人選任の申立ての却下

～＝一年一一

一一I■■■

法定代理人等の費用償還の裁判

当軍者，利害関係参加人

■●■p■■●＝－一寸q ｳ む ●

当事者，利害関係参加人
－■｡ 1■■■■

移送を申立てた者

■■● ‐隼●ー■

ゆ◆ ● 、一一■－－■■■■■』

除斥を申立てた者

■■■■■■■■■■■■■■■■

忌避を申立てた者

ーB ● ■ 1■■■■ ■■

『■－◆一一4｡ ●ー■■■■■■■■■■■■■■■■－ーq■q■●●－

特別代理人選任を申立てた者

償還穣務者，償還樋利者

法9Ⅲ， 246
Ⅳ

法9111, 246
Ⅳ
～

法9Ⅲ， 246
ll

一一

法12Ⅸ

法12Ⅸ

法19V

法31 1 ,民瞬
法69Ⅲ

■■

町■一一

一色心◆ ■ 一

■1■ー■ー

D一ー

救助を与える決定 受救助者の相手方
法3211,民訴
法86

最判H16.7. 13により

可能

救助申立の却下 救助を申立てた者
法3211 ,民翫
法86

手続の承継人に対し猶予費用の支払を命じる決
定

承繕人
法3211,民瞬
法86

救助の取消決定および猶予費用の支払いを命じ
る決定

受救助者
法3211'民訴
法86

救助の取消しの申立てを却下する決定

銭判所督肥官の処分に対する異頚の申立てに関
する裁判

救助の取消しの申立てをした利害関係人

異幽を申立てた者

法3211｡民訴
法86

法3711

ー－幸■■■■■■

当事者参加の申出の却下 当事者参加の申出をした者
法41Ⅳ， 25
81

手数料は，以下のと
おり（※2）

｡申立て手数料の
1 ． 5倍（申立人と
して参加する喝合）
． 1,000円（それ以外
の場合〉

(審判を受ける者となるべき者による）利害閲
係参加の申出の却下

排除の裁判

利害関係参加の申出をした者

排除された者

I■■ ●◇｡－

Ⅵ
｜
川

５
５
２
２

０２
－
３
－

４
１
》
４
１

法
８
一
法
８

法令により手鏡を続行する資格のある者による
受繕の申立ての却下

受継を申立てた者

許可を申立てた者

法441i, 25
81

法47Ⅷ， 25
4Ⅵ

ー

法47X

法49Ⅵ， 20

1Ⅵ， 242
Ⅲ．255Ⅳ

法641 ， 25

81 ,民既法1
Qワ11

法641 ， 25

81 ,民釿法1
9911

選百a~｢戸冨~百
8リ ，民断法2
00． 192Ⅱ



卜 ’
雨Ⅵ目÷ぬu

ブる廃除を求め’
由奇勾mFI 8Ⅳ） 256

11 , 49VI

1■■F●争 一一＝ 一~。‘申一■●1■■■一－

－ U

b 事項

6

･ ； ， :創時抗告申立権者 榎拠康文（※'》
●

傭考

班人の宣誓拒絶についての裁判

－－－－● ■ P ﾛ 一心 ー

旺人の宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定
した後の証人の正当な理由のない宣誓拒絶に対
する過料の裁判

ー一■一‐ー 今●一一一一

宜誓をした当事者の虚偽の陳述に対する過料の
裁判
_－－－

鑑定人（鑑定の嘱既を受けた官公署又は法人を
含む。 ）の忌避を理由がないとする裁判

■■－‐令一■一一 ■■

匿定人（鑑定の嘱既を受けた官公署又は法人を
含む． ）の鑑定拒絶についての蒙判

■■● 一一－●4■■■■■■■－

､

－ ー一一一q qG－

霞定人の不出頭に対する過料の裁判

鑑定人の宣誓拒絶に対する過料の裁判

過料の裁判を受けた者

－‐ 中 一心一｡■■

過料の戯判を受けた者

－~－－－

過料の哉判を受けた者

一一＝ー一一一一

忌避の申立てをした者

一○再一●一●■

－

●－■マーq■■FO

当事者，塞定人

■｡一一

過料の裁判を受けた者
－－－－－昏

過料の裁判を受けた者

ー■D 一●凸｡－

1 ． 25

民翫法2
199

－

25I

民説法2
192

法64

81 ,
01V

11

法6万
81 ,
O1V

Ii

1 ， 25

民所法2
法64

81 ,
0911

1 ． 25

民既法2
(21

法64

81 ,
14Ⅳ

8）

法64

81 ,
1 6 1

8） ､

<

I ｡ 25

民勝法2
21
19911

蔑百-ｺ~｢了~2~5
１
５
６
１
６

８
１
憲
８
１

。』
４
寺

●
ご
●

民蛎法2

･}§-譜
民釿法2
192Ⅱ

● 句一

－－一一一

再程夕、 、‐ニヴジ函ロレニユロク〃ｰ‐至言へU○ｰ〃、巳

含む。 ）の鍔定拒絶を理由がないとする蔵判が
硫定した後の鑑定人（鑑定の嘱託を受けた宮公
署又は法人を含む。 ）の正当な理由のない鑑定
拒絶に対する禍料の謹判

過料の裁判を受けた者

法64 1 ， 25

81 ,民翫法2
16 （21
8） 1 9211

文書（文書に準ずる物件を含む. ）提出命令の
申立てを却下する譲判

文書提出命令の申立てをした者

法641 , 25
81 ，民勝法2
23Ⅶ〈23

1）

文書(文書に準ずる物件を含む． ）提出命令の申
立てを湧容する裁判

第三者が文書(文書に準ずる物件を含む． ）提出
命令に従わない場合の過料の齪判

提出を命じられた所持者

過料の裁判を受けた者

法64 1 ， 25

81 ,民瞬法2
23Ⅶ（23
1）

法64 1 , 25
8I,民翫法2
25Ⅱ （23
1 ）

ー

筆跡等の対照の用に供すべき箪跡又は印影を憶
える文書その他の物件の拠出命令の申立てを却
下する裁判

筆跡等の対照の用に供すべき篭跡又は印影を飼
える文書その他の物件の拠出命令の申立てをし
た者

４
Ⅱ
Ｉ

６
１
９

法
８
２
Ⅶ

1 , 25
民翫法2
223

筆跡等の対照の用に供すべき篭跡又は印影を備
える文書その他の物件の提出命令の申立てを配
容する裁判

提出を命じられた所持者

1 ． 25

民翫法2
223、

法64

8I,
2911

Ⅶ ．

第三者が筆跡等の対照の用に供すべき箪跡又は
印影を傭える文書その他の物件の提出命令に従
わない喝合の過料の栽判

文書（文書に準ずる物件を含む。 ）の成立の真
正を争った者に対する過料の銭判

検旺物提示命令・検鉦受忍命令の申立てを却下
する裁判

過料の裁判を受けた者

過料の裁判を受けた者

一‐旬｡‐ け

検証物提示命令・検鉦受忍命令の申立てをした
者

法641 , 25
81 ,民隣法2
29Ⅵ

蚤641 ， 25

81 ,民豚法2
3011 (23
1》

Ａ
判
Ｊ
二
日
Ｉ

６
１
２

法
８
３
Ⅶ

1 , 25
民断法2
223

検鉦物提示命令・検歴受忍命令の申立てを露容
する裁判

■ ●0－~一 曲一◆ ●qー－ G I■■■ーー ■■■ー

第三者が検証物提示命令に従わない場合の過料
の藏判

提示・受忍を命じられた者

■■■■ー ■■■■■－●■■』c b ● 巳－4■B一ｰI■■■■●■■●1■■■■ー

過料の譲判を受けた者

法64
81 ,
321

Ⅶ

I 25

民誘法2
223

法64 1 25
81 ,民解法2
32Ⅲ

当事者の不出頭に対する過料の栽判

●一寺‐

当事者の宣誓拒絶に対する過料の裁判

当軍者の陳述拒絶に対する過料の議判

－句一■‐‐ー q

ー一一一一一一

過料の栽判を受けた者 ．

過料の栽判を受けた者

過料の裁判を受けた者

身
『
０

６
１
濯
８

9211

法64Ⅵ， Zb

81 ,民所法2
O9Il

麓54Ⅵ命 Za

81 ,民既法2
09Ⅱ



※1 「萱｣は家事法‘ 「民訴法｣は民事誘舩法である．
の

※2※2を付した項以外の手数料は1000円である．

事項、鶴一 ゞ． 即時抗告申立榧者: ・ ;" . ． ･根拠条文(※” 備考: 隼
● ｳ ｳ

申立書却下命令（相手方（推定相続人廃除の審
判事件における廃除を求められた推定相続人を
含む． ）への申立書の写しの送付又はこれに代
わる通知の費用の予納を命じたが，予納がない
増合）

一■－■ 一○

更正決定〈審判以外の裁判に対する更正決定を
含む． ）

ー 一一 ｡◆一一一

更正決定（審判以外の銭判に対する更正決定を
含む． ）の申立てを不適法として却下する裁判

D一● 旬 1■■ 凸や 1■ー一

受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対する異騒
の申立てについての裁判

申立人

q■ ーー －■■与 己ユー■｡ー

RE後の裁判が原審判であるとした場合に即時
抗告をすることができる者

－■■■｡● 寺● －一一q■■■■■■■■■■■■■■■■■■一一

更正決定を申立てた者

●C一ロ■■■■■■■

異議を申立てた者

法67Ⅳ（18
8Ⅳ）

II

256

＝－＝ ● ロﾛ■一一ー

法77Ⅲ（81
I) 2581

一一寺

法77Ⅳ（81
l ) ， 2581

法100il

● ■伊

※霧判に対し通法な
即時抗告があったと
きは，することがで
きない。

－－

※審判に対し適法な
即時抗告があったと
きは，することがで
きない。

今■ー 一 ｡■■■

再審の申立てを棄却する裁判

遺産の換価を命ずる裁判（相続財産の換価を命
ずる裁判）

原審判その他の裁判に対し即時抗告をすること
ができる者

－堅－

相続人（相続財産の換価を命ずる識判において
は相続財産の管理人）

法103V

－■

法194V， 2
07

ーF－

飼停悶書の更正決定 当事者 法269Ⅲ

認停鋼書の更正決定の申立てを不適法として却
下する決定

更正決定を申立てた者 法269Ⅳ



(別紙第3）

呆全処分

’ ’
財産の管理者の後見等を受11

るべきことを命ずる処分の申討 不要
て

保全処分 本案 申立権者
手数料
(円）
即時抗告 新法等(※1）

旧法.旧規則等
(※2）

財産の管理者の選任等の申立
て

後見開始

保佐開始

補助開始

夫婦財産契約による財
産の管理者の変更

共有財産の分割

遺産の分割

破産手観が開始され
た墹合における夫婦財

産契約による財産の管
琿者の変軍鐸

職椹事件の関係人

蹴槻,事件の段 係人

職樋.事件の殿 係人

職椎,事件の関係人

ー

職権.事件の関係人

職権‘事件の関係人

不要

×

－

×

1261

1341． 126

1431｡ 126

1581

(独立にはでき
ず.財産管理者

変更の審判に附
帯して行われ
る｡）

2001

242m、 158
I

規231

1301

130の81

規47. 1061,2
31

規48m, 106
1.231

規1061.23[

特規25,規47j
48m, 1061．2

31

後見開始 本案審判の申立人

保佐開始 本案審判の申立人

補助開始及び補助人

の同窓を得なければな
らない行為の定め

本案審判の申立人

硯権者等の職務執行停止の申
立て

成年後見人解任

成年後見監督人解任

保佐人解任

保佐監督人解任

補助人解任

補助監督人解任

特別養子縁組の成立

特別養子縁組の離縁

親棺喪失,親権停止又
は管理権喪失

親桧者指定

親描者変更

未成年後見人解任

未成年後見監督人解
任

週曾執行者の解任

任登後鼻監腎人解任

任意後見人解任

親桧を行う者につき破
産手統が開始された

墹合における管理楯
袈失

職権,本案審判の申立人

職梧,本案審判の申立人

職梅,本案審判の申立人

職権,本案審判の申立人

職梅.本案審判の申立人

職橘,本案審判の申立人

本案審判の申立人

本案審判の申立人

本案審判の申立人

本案審判又は本案調停の
申立人(※3）

本案審判又は本案調停の
申立人(※3）

職擢.本案審判の申立人

職権.本案審判の申立人

本案審判の申立人

職樋,本案審判の申立人

職梅.本案審判の申立人

本案審判の申立人

不要



●

保全処分 本案 申立権者
手数料
(円〉
即時抗告 新法等(※1）

旧法.旧規則等
(※2）

親権者等の職務代行者週任の
申立て

成年後見人解任

成年後見壁督人解任

保佐人解任

保佐監督人解任

捕助人解任

補助監督人解任

特別養子縁組の成立

特別養子縁組の離縁

梅
管
親
は

椎停止又

親権者の指定

親指者の変更

未成年後見人解任

未成年後見監督人解
任

過言執行者の解任

任念後見監督人解任

親権を行う者につき破
産手綾が開始された
堀合における管理梅
喪失

職権,本案審判の申立人

職権，本案審判の申立人

職樋,本案審判の申立人

職種本案審判の申立人

職樋,本案審判の申立人

職椹本案審判の申立人

本案審判の申立人

本案審判の申立人

本案審判の申立人

■
４
デ

Ｆ
Ｆ
Ｄ

良案審判又は本案調停の
ﾖ立人(※31

ロ
ｊ
餌

Ｆ
Ｂ
■

見目
ﾖマ

5画冠へ■ー一手画勾席ビク

L人(※3）

職権,本案審判の申立人

職種本案審判の申立人

本案審判の申立人

職椴‘本案審判の申立人

本案審判の申立人

不要 ×

1271

127V, 127

I

135. 1271

135. 1271

144． 1271

144. 1271

1661

166V, 166
T

1741

175m

175m

181. 1271

181. 1271

2151

2251. 127

I

242m、 174

I

規86．741

規92n,741

規93m,741

規93m.741

規93m,741

規93m.741

規64の5【

規64の12‘64
の51

規741

規70,741

規72,741

規86.741

規92n.741

規1261．741

特規3の9m,規
741

特親27,規741

仮差押え･仮処分その他の保
全処分の申立て

子の監鰻に関する処

分

夫婦間の協力扶助に
関する処分

夫婦財産契約による財
産の管理者の変更等

共有財産分割

蛾姻費用

する処分

の分担に関

’
財産
処分

の分与に関する
一
“
ヂ
デ
Ｆ
デー

本
申

親桧者の指定

親椎者の変更

扶養の顛位の決定及
びその決定の変更又
は取洞し

扶饗の程度又は方法
についての決定及びそ
の決定の変更又は取
消L

遺産の分割

破産手纏が開始され
た場合における夫婦財

産契約による財産の管
理者の変更等

本案審判又は本案調停の
申立人(※3）

本案審判又は本案鯛停の
申立人(※3）

本案審判の申立人又は夫
婦の他の一方

q■■■■

頁案審判又は本案調停の
ﾖ立人(※3）

案審判又は本案鯛停の
立人(※3）

本案審判又は本案鯛停の
申立人(※3）

本案審判又は本案調停の
申立人(※3）

本案審判又は本案調停の
申立人(※3）

本案審判又は本案調停の
申立人(※3）

本案審判又は本案鯛停の
申立人又は相手方(※3）

本案審判の申立人又は夫
婦の他の一方

1000 ○

1571

15710

158Ⅱ

(独立にはでき
ず.財産管理者
変更の審判に付
随して行われ
る｡）

1571@

1571@

1751

1751

187①

187②

200n

242，． 158

Ⅱ

規52の2，61

規46,95,52の
2

規47, 1061,5
2の2

規48m, 106
1,52の2

規51,52の2

規66,52の2

規70052の2

規72,52の2

規95,52の2

規95.52の2

規1061,52の
2

特規25,規47.
1061



※1 「民法』は民法, 「民保｣は民事保全法.いずれも肥騒がないものは家事事件手続法を示す。

※2「規｣は家事審判規則‘ 「特規｣は特別家事審判規則. 『法｣は家事審判法. 「民法｣は民識「民保｣は民事保全法を示す。

※3旧法下における申立権者は.本案審判の申立人(又は相手方)のみであり.本案調停の申立人(又は相手方)は含まれない．

※4 1T0条第1項各号に掲げる保全処分に閥するものを除く。

※5原状回復の裁判に対する不服を理由としてその本体である審判前の保全処分を取り消す裁判に対し,即時抗告をするごとができる。

、

保全処分 本案 申立権者
手数料
(円）
即時抗告 新法等(※1）

旧法,旧規則等
(※2）

養子となるべき者の監湿者璽
任の申立て

特別養子縁組の成立 本案審判の申立人 不要 ○ 1661 規64の51

児童との面会又は通慣の制限
の申立て

都道府県に措置につ
いての承記

本案審判の申立人 不要 ○ 239 特規18の2

即時抗告が提起された堪合に
おける審判前の保全処分の執
行停止の申立て又は執行処分
の取消しの申立て

即時抗告 即時抗告提起人 500 × 111 規15の3m

審判駒の保全処分の取消しの
申立て

一

職権.本案の麗容審判に
対して即時抗告権を有す
る者

不要 O(X4) 1121 規15の41

審判前の保全処分を取り消す
審判における原状回復の申立
て

ー 保全処分の債務者 不要 ○(※5） 115，民保33
法15の3Ⅶ､民

保33

財産の管理者の桧限外行為の
許可の申立て

財塵の管理者
与の申立て

に対する報酬付

後見開始

保佐開始

補助開始

夫婦財産契約による財
産の管理者の変更

共有財産の分割

遺産の分割

破産手続が開始され

た堰合における夫婦財
産契約による財産の管
理者の変更等

後見開始

保佐開始

補助關始

夫婦財産契約による財
産の管理者の変更

共有財産の分割

遺産の分割

破産手続が開始され
た唱合における夫婦財
産契約による財産の笹
理者の変更等

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

財産の管理者

ー

財産の管理者

財産の管理者

不要

不要

不要

不要

不要

－

不要

不要

×

126Ⅷ,民28

134Ⅵ,民法2
8

143Ⅵ,民法2
8

158m・民法2
8

独立した申立
ては不可

200m,民法2
8

242m‘ 158

Ⅲ,民法28

126Ⅷ，民法2
gⅡ

134Ⅵ,民法2
9Ⅱ

143Ⅵ,民法2
gⅡ

158m,民法2
9Ⅱ

独立した申立
ては不可

200m,民法2
9Ⅱ

242Ⅲ． 158

m・民法29Ⅱ

法15の31法1
6‘民28

法15の31.法1
6．民29Ⅱ
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審判事件別保全処分事件一覧表

別表 項 本案事件名 財産管理者の選任等 ・ 管理者の後見命令
(保佐命令.補助命令） 職務執行停止等 仮差押‘仮処分等 その他

別表第1

1

5

8

17

24

28

36

43

47

58

63

64

67

73

76

106

117

120

127

131

132

後見開始

成年後見人解任

成年後見監督人解任

保佐開始

保佐人解任

保佐監督人解任

補助開始

補助人解任

蒲助監督人解任

天婦財産契約による財産の管理者
の変更等(共有財産分割含む）

特別養子綴組成立

特別養子縁組離縁

親礒喪矢.親罹停止又は管理権畏
失

未成年 受見人解任

未成年 愛見監督人解任

遺言執 ﾃ者解任

任窓後 息監督人の解任

任意後 愚人の解任
児童福
府県の
止法28条1項の事件(都道
昔置についての承鯉）

破
約
笙法61条1項前段(夫婦財産契
こよる財産の管理者の変更等）

破
失
重法61条1項後段(管理権喪
’

1261

1341. 1261

1431, 1261

1581

242m. 1581

126Ⅱ

134Ⅱ

143Ⅱ

1271

127V, 1271

135, 1271

135． 1271

144. 1271

144. 1271

1661

166V、 1661

1741

181. 1271

181. 1271

2151

2251． 1271

225n. 1271

242m, 1741

158Ⅱ

242m’ 158Ⅱ

1661(養子となるぺき者の監瞳
者の選任）

239(児童との面会又は通信の制限）

別表第2

1

2

3

4

8

9

10

12

夫婦の協力扶助

婚姻愛用分担

子の監護に関する処分

財産分与

親権者の指定･変更
扶養の
壷雨豆
唄泣の決定及びその決定の
士酌§91

灰垂の程塵又は万蚤についての決
定及びその決定の恋菌又I土取箔l‐

遺産分割． 2001

175Ⅲ

1571O
1571

1571O

1571

1751

187① ．

187②

2001
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戸籍通知を要する事件一覧表

別表 項
旧法

(家事審判法）
事件名 戸鰭通知が必要となる終局事由

(家
根拠条文
事事件手親規則）

通知先
(これらの地の戸箱事務管掌者に通知をす

る.）

別表第1

56

5フ

63

64

68

86

87

123

124

甲4

〃

甲8の2

〃

甲12

z9

〃

甲

甲

失齢の宜告

失膝の宣告の取消し

特別養子縁組の成立

特別養子縁組の駿縁

親椎喪失.親権停止又は管理橘
喪失の審判の取消し

推定相統人の廃除

推定相続人の廃除の審判の取謂

就莉勝可

戸籍の前正についての詩可

審判確定

審判硫定

審判確定

審判確定

審判確定

審判確定

審判砿定

審判の発効

審判磁定

89【

89ロ

93Ⅱ

94

95

1”

〃

119①

11麺

失畭者の本範地

〃

養親の本範地

養子の本路地

子の本緬地

廃除された者の本蒲地

〃

就簸しようとする地

その戸籍のある地

別汲第2

8

8

乙7

〃

親指者の指定

親桧者の変更

審判確定‘岡停成立．
調停に代わる審判確定

審判確定.鯛停成立，
調停に代わる審判確定

95, 130Ⅱ②. 136@

〃

子の本籍地

〃

鯛停
副停

〃

離婚

薩縁

鯛停成立.調停に代わる審判砿定

鯛停成立,調停に代わる審判確定

130Ⅱ①, 13ゆ

〃

当鮫飼停.審判に係る身分関係の当事者の本同地

〃

合意に相当す
る審判

23.24条

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

婚姻無効確麗

婚姻取消し

協議躍婚鼎効確麗

協錨離婚取消し

養子縁組揺効碓淫

養子縁組取消し

協砿離縁照効確麗

漉鯉璽縁取消し

父の確定

娘出否篦

麗知

浬知無効

浬知取消し

身分関係の存否確淫

合意に相当する審判確定

合竃に相当する審判確定

合窓に相当する審判確定

合意に相当する審判確定

合意に相当する審判確定

合意に相当する審判確定

合冠に相当する審判確定

合童に相当する審判確定

合冠に相当する審判確定

合恵に相当する審判確定

合意に相当する審判確定

合意に相当する審判確定

合童に相当する審判確定

合憲に相当する審判確定

134

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

当該審判に係る身分関係の当事者の本籍地

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃
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戸籍記載の嘱託対象事件等一覧表

別表第一に掲げる事項に関する審判事件

戸総の記載の嘱既を要する審判
(こ 代わる裁判を含む｡）

根拠条文(家事事件手続規則）
q

戸籍記載の繭託害の書式
｡ ゅ

親椛喪失.親権停止又は管理権喪失の審判 7610 書式1 （親枢要失型）

未成年後見人又は未成年後見監督人の選任の
審判

未成年後見人又は未成年後見監督人の辞任に
ついての隣可の審判

未成年後見人又は未成年後見監督人の解任の
審判

未成年後見人又は未成年後見監督人の擢限の
行使についての定め及びその取消しの審判

761@

7610

761@

76IO

書式21.未成年後見型）

性別の取扱いの変更の審判 761@ 書式4(性別の取扱い変更型）

審判前の保全処分に関する事件

■ ■

■

■ ①

･ ■ T､ ■

:？ ， . § ．
｡ q ■

率案事件
● ｡

● 申

｡ 今

心●

U F

､

： b ‘ 。
． ！ . . 、

嘱託が必要となる墹合
■ ◆

■ ｡

□

a G 4

Ｂ

● b

｡
孑醐峰文
!事事
虐練規
測1．

●

● 炉

町

LC

C

戸籍龍職の爾廃書の書式

･ ニ ､守

特別養子縁組成立事件

特別養子縁組離縁事件

親権喪失,親権停止又は管理権喪失の審判

親権者指定事件

親権者変更事件

未成年後見人の解任事件

未成年後見監督人の解任事件

親権者.未成年後見人の職務の執行
停止及び職務代行者の選任審判‘職
務代行者の改任審判の発効又は失効

〃

親権者の臓務の執行停止及び職務代
行者の選任審判.職務代行者の改任
審判の発効又は失効

〃

〃

未成年後見人の職務の執行停止及び
職務代行者の選任審判,職務代行者
の改任審判の発効又は失効

未成年後見監督人の職務の執行停止
及び職務代行者の選任審判.職務代
行者の改任審判の発効又は失効

76Ⅱ①

〃

76Ⅱ②

〃

〃

76Ⅱ③

〃

啓式3 （保全型
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家事事件の申立ての取下げについて

｢霧1重拝司
【原則】 特別の定めがある場合を除き，審判があるまで，その全部又は一部

を取り下げることができる（家事法82条1項)。

【例外】

別表第二に掲げる事項についての家事審判の申立ては,審判が確定する

まで，その全部又は一部を取り下げることができる。ただし，申立ての取

下げは，審判がされた後にあっては，相手方の同意を得なければ，その効

力を生じない（家事法82条2項)。

【取下擬制】

申立人（別表第二審判事件のうち． 申立ての取り下げについて相手方

の同意を要する場合にあっては，当事者双方）が連続して2回，呼出し

を受けた家事審判の手続の期日に出席せず，又は呼出をしを受けた家事

審判の手続の期日において陳述をしないで退席をしたときは，取下げが

あったものとみなすことができる（家事法83条)。

審判がされる前であっても，家庭裁判所の許可を得なければ取下げをする

ることができない事件

1 成年後見に関する審判事件（家事法121条）

・ 成年後見開始

・ 民法843条2項及び3項による成年後見人の選任

2保佐に関する審判事件（家事法133条, 121条）

・ 保佐開始

・ 保佐人の選任

3補助に関する審判事件（家事法142条， 121条）

・ 補助開始

・ 補助人の選任

4未成年後見に関する審判事件（家事法180条， 121条）

・ 未成年後見人の選任

5遺言の確認又は遺言書の検認（家事法212条）

6任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任及び任

意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任（法221条）

相手方が本案について書面を提出し，又は家事審判事件の手続の期日にお

i ﾘ表第一審判事件のうち特別の定めのある事＃
凸

別表第二審判事件のうち特別の定めのある事＃
酉
“



いて陳述をした後にあっては，相手方の同意を得なければ取下げの効力が生

じない事件

1 財産の分与に関する処分の審判（家事法153条）

2遺産の分割の審判（家事法199条， 153条）

露I箭あ葆奎亟亮1
審判前の保全処分の審判がされた後であっても，その全部又は一部を取り

下げることができる（家事法106条4項)。

｢調潭菫存司
【原則】 家事調停事件が終了するまで，その全部又は一部を取り下げること

ができる（家事法273条)。

【例外】

1 合意に相当する審判がされた後は，相手方の同意を得なければ，取下

げはその効力を生じない（家事法278条)。

2調停に代わる審判がされた後は取下げをすることができない（家事法

285条1項)。
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'6， 1 曹周入8~ljHD， 公丹x0,0ノイ､口』，△』Ⅸ1,1丁に宋汗めり

※2後見開始等に関する事件

後見開始,民法843条2項及び3項の規定による成年後見人の選任,保佐開始,保佐人の選任，
補助開始,補助人の選任,未成年後見人の選任,遺言の確認又は遺言書の検認，
任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任及び任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任

家事審判事件

手続の流

れ
原則 別表第一

原則 例外
後見開始等に関する事
件(※2）

別表第'二

原則 例外
財産分与に関する処分の
審判

遺産の分割の審判

審判前の

保全処分

申立だ

↓ ○

＃

○

△

家庭裁判所の許可が必
要

○

0

閻蕊蕊
議職の期自

熱量づじ
Iま謀蕊
矧凍述‘

》
繩

、 ． '｡:.?･･･f
q p q G

勺

■ ①ｩ早●
C G

△

相手方の同意が必要

○

審::判: ：

↓

審削確定
． ： ．－ ‘ i ‘餌？．g、

↓

×

×

×

×

×

×

△

相手方の同意が必要

×

△

相手方の同意が必要

×

○

家事調停事件

手続の流れ 原則 例外
合意に相当する審判を
行った場合

例外
調停に代わる審判を行っ
た塙合

凝申垂穂:： ■
■

1 ○

○

:;鑓蝿惑識溌
旬 寺

△

相手方の同意が必要

○

．■ . . ' . ．． ↓ ニ ： .

我:調停に代わる審判：
ｅ
牛
■

×

;:.§8J． ‘賂． ． .・ ,.!.:§::.‘: ､6‘ . ;
…: . ･ : ･･¥蕊.身.･･･. ..?、

調停事件の
廃蝿灘識
IW/;･;蕊耗鋒溌:：

.調停成立：
翻停恭癖
;g:: :"."&:i

鯛儲織な
乳維鷺措置.;『

蕊職&銀鰄剴■
:;合意に相当する審判

穣;”確憲失効”号

斑溌懲:i識鎚I ::ﾘ：
｡･･･. ‘･- ・ ・ ． 。 .、 ・ ・ 3 . .？ ， ： ｡.-.. : ~｡..'････ ↑ . ｵ..

. :､: :”" : -.; : ｡. ‘ .- ； ,綴|
:．:. :ざ:"::･ .*:輩.等; ･･･ ､'･ ･ ･

鯛停に代わる審判の確
挺定失劫::X: 冒奎
,. ! ":;･ : .､灘:､､ ;::?: :；､ ､鳶 :〃: ･:.
_ ． ． ．: . ： .･ ･ ･ ･･ ･ ･･･ ： ‐， + ･ ､ ．？： '

‘ ． : ..． ． ､ . . ≠ : ． . . ..．

↓ × × ×
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主な審判事件一覧表
【別表第一事件】

］

家事事件手続法

Ⅲ I 認頤

管轄譲判所 申立権者 必要的陳述馳取又は意見聴取 告知の定め 取下制限 備考 軍事審判法

類1号同 脳

1

俄見､ ‘． !;･･･…裟悪､』 ‐ ‐22．
○

寺句

← 0 4 5 寺■ P ●

■い b ◆ ■DB◆_■、

｡｡寺. ● P 弓 ■

後見開始

｡●

6.?･･.､
b ,㎡‘凸● 6

■

ｮ ● ■申ざ■ e◆
b b ■

砿年蔽後見人となる
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不人,配偶者,四親等内の親族．
未成年後見人.未成年後見監督
人,保佐人,保佐監督人.補助
人,補助監督人,検察官(民7)，
市町村長(精神保健及び精神障
害者福祉に関する法律51の11の
2.知的障害者福祉法28,老人福
祉法32>・任恵後見受任者,任意
後見人,任愈後見監督人(任意
後見契約に関する法律10n)

既年硬磯見人となるべき者の
陳述(法12010)
(ただし.心身の障雷により成
年被後見人となるべき者等の
陳述を聴くことができないときは
この限りではない.以下△を付
した部分についても同様）

中巫人･利吾闇燦参加人(法74I)
成年後見人に選任される者(法122
Ⅱ①）

任愈後見契約法10mの規定により
終了する任窓後見契約に係る任意
後見人及び任童後見監督人(法122
Ⅱ①）

成年被後見人となるべき者に通知
(法122Ⅱ①）
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(法121①）
確定(法1191)

甲 1

2 後見開始の審判の取消し

硬見開始の審判をし
た家庭裁判所(抗告
裁判所が後見開始
等の識判をした増合
にあってはその第一
審裁判所である家庭
裁判所)以下※を付
した部分についても
同様(法117Ⅱ〉

本人,配偶者.四親等内の親族．
未成年後見人及び成年後見人．
未成年後見監督人及び成年後見
監督人,検察官(民10）
【保佐開始又は補助開始の審判
をする塙合】
職権(民19Ⅱ）

L氏1，の場合】

成年被後見人△,成年後見人
の陳述(法1201@)

医師の怠見(法119Ⅱ）

中巫人,承l吾関係参加人.成年被
後見人(法741)

成年後見人‘成年後見監督人(法
122Ⅱ②） 。

甲 1

3 成年後見人の選任

硬見開始の…をし
た家庭裁判所※
ただし,後見開始の
審判事件が家庭裁
判所に係属している
ときは‘その家庭裁
判所(法117Ⅱ）

K震見醐始の審判をするとき】
職樋(民8431)

【成年後見人が欠けたとき】
成年被後見人,成年被後見人の
親族.その他利害関係人,職権
(民843Ⅱ)，保値の実施機関(生
活保護遥81）

【成年後見人を更に選任すると
き】

成年被後見人.成年被後見人の
親族,その他利害関係人.職権，
成年後見人(民843m）

砿ヰ融産兄人となるべき者又

は成年被後見人の陳述△(法
120【③）

成年後見人となるべき者の憲
見(法120Ⅱ①）

中立人･判吾閣際参加人･選任され
た成年後見人(法741)

○

(法121
②,③）

甲 14

4 成年後見人の辞任についての辞
可

散見閣始の審判をし
た家庭銭判所※(湊
117Ⅱ）

腿ヰ瞳兄人(氏844） なし
中巫人･車l苔閏際参加人(法741)

甲 15



項

涼事事件手続法

事ｴ面

管轄裁判所 申立桧者 必要的陳述聴取又は意見聴取 告知の定め 取下制限 伽考 家事審判法

類 号

5 成年後見人の解任

遠見開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
117Ⅱ）

度兄途盲人.厩年硬磁兇人．成

年被後見人の親族,検察官.職
権(民846）

瞑年震見人の陳述(法1201@ 中エハ・利否闇爆参加人．成年後
見人(法741)

甲 16

6 成年後見監督人の選任

後見開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
117Ⅱ）

ただし,後見開始の
審判事件が家庭裁
判所に係属している
ときは.その家庭裁
判所(法117Ⅱ）

艇幸蔽謹見人.成年被後見人の

親族成年後見人,職櫓(民849）
奴年寂震見人又は成年被後見
人となるべき者の陳述△(法
120lO)

成年後見監督人となるべき者
の恵見(法120Ⅱ②）

中巫人，判管閥1糸参加人，

た成年後見監督人(法741
選任され
）

甲 14

7 成年後見監督人の辞任について
の併可

瞳見開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
117Ⅱ）

厩年後見監督人(民852.844）
中巫人・利習閣係参加人(法741〉

甲 15

8 成年後見監督人の解任

後見開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
117Ⅱ）

眠牛置見孟音人,戒年被後見

人,成年被後見人の親族,検察
官.顛権(民852,846）

奴年置見踵雷人の陳述(法120
【⑤）

中エ人,判晋関除参加人.成年後
見監督人(法741)

甲 16
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不人,配隣者.四親等内の親族，

後見人,後見監督人，補助人‘補
助監督人,検察官(民11本文)，
市町村長(精神保健及び輔神障
害者福祉に関する法揮51の11の
2.知的障害者福祉法28,老人福
祉法32),任窓後見受任者,任憲
後見人.任意後見監督人(任窓
後見契約に関する法律l0n)
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中巫人,利晋閣隙参加人,被保佐
人となるべき者(法741)
保佐人に選任される者,任意後見契
約法10条第3項の規定により終了す
る任愈後見契約に係る任窓後見人
及び任惹後見監督人(法131①）

0

(法133.
121）

鑑定(法133, 119）

甲 2

18 保佐人の同意を得なければなら
ない行為の定め

保匠關始の審判をし

た家庭裁判所
ただし.保佐開始の
審判が家庭裁判所
に係属しているとき
は.その家庭裁判所
(法128Ⅱ）

李人‘匪燭省,四親等内の親族，
後見人.後見監督人,補助人.鋪
助監督人,検察官,保佐人,保佐
監督人(民13m, 11本文)‘市町
村長(箱神保健及び粕神陣智者
福祉に関する法律51の11の2,知
的障害者福祉法28,老人裾秘霊
32),任惹後見受任者,任意後見
人.任窓後見監督人(任愈後見
契約に関する法律10n)

滋味匠人となるべき者又は被
保佐人の陳述(法1301@)

中1人,判吾閥1糸霧加人.被保佐
人又は被保佐人となるべき者(法74
I)

保佐人及び保佐監督人(当該審判
が保佐人又は保佐監督人の選任の
審判と同時にされる場合にあって
は,保佐人となるべき者又は保佐監
督人となるべき者)(法131②） 甲 ０◇０



項

家事事件手続法

墨ｴ日

管轄裁判所 申立擢者 必要的陳述聴取又は遼見聴取 告知の定め 取下制限 備考 寂事審判鑑

類 号

19 保佐人の同恵に代わる貯可

保佐開始の審判をし
た家庭裁判所※

畝塚涯人(氏13m） 犀涯人の瞬述(法1301@) 中巫人,利晉閏1糸参加人,被保佐
人(法741)

保佐人,保佐監督人(法131③）

甲 2

20 保佐開始の審判の取消し

録涯囲始の審判をし

た家庭裁判所※(法
128Ⅱ）

李人,配隅看.四親等内の親族，

未成年後見人,未成年後見監督
人.保佐人.保佐監督人.検察官
(民141)

【後見開始又は補助開始の審判
をする場合】
職権(民19【 ，Ⅱ）

L氏14Jの増合】
被保佐
(法13o
人及び保佐人の陳述
I④）

医師の怠見(法133, 119Ⅱ）

中巫人,利吾閏峰霧加人‘被保佐
人(法741)

保佐人,保佐監督人(法131④）

甲 2

21 保佐人の同窓を得なければなら
ない行為の定めの審判の取消し

保佐開始の審判をし

た恵庭裁判所※(法
128Ⅱ）

卒人･配偶者‘四親等内の親族．

未成年後見人.未成年後見監督
人’保佐人,保佐監督人.検察官
(民141, 1)

中巫人,判吾閥係穆加人,被保佐
人(法741)

保佐人､保佐監督人(法131⑤）
甲 2

22 保佐人の還任

録佐開始の審判をし
た家庭裁判所※
ただし.保佐開始の
審判事件が家庭裁
判所に係属している
ときは.その家庭裁
判所(法128Ⅱ）

L床涯閉賭の審判をするとき】
職椴(民876の21)
【保佐人が欠けた喝合】
被保佐人.被保佐人の親族,そ
の他利害関係人.職権(民876の
2Ⅱ，843Ⅱ）

【成年後見人を更に選任する場
合】

被保佐人,その親族,その他利
害関係人.保佐人,職権(民876
の2Ⅱ，843Ⅲ） ．

識隊煙人となるべき者又は被
保佐人の陳述(法130IO)

保佐人となるべき者の怠見(法
130画①）

中巫人.利吾関係参加人,選任され
た保佐人(法741)

0

(法133,
121）

甲 14

23 保佐人の辞任についての許可

録佐開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
128Ⅱ）

床涯人(氏876の2n，844）
中立人･利晋閣係参加人(法741)

甲 15

24 保佐人の解任

味佐開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
128Ⅱ）

味姪屋酉人,破保佐人.被保佐
人の親族.検察官.轍樋(民876
の2n．846〉

床匠人の睡述(法1301@) 甲エ人．利晋閨際参加人，保佐人
(法741)

甲 16



己

項

家事事件手統法

狸丁塑

管轄薮判所 申立権者 必要的陳述聴取又は意見聴取 告知の定め 取下制限 備考 家事審判法

鰯 号

26 保佐監督人の選任

傑唾開始の審判をし
た家庭載判所※
ただし,保佐開始の
審判事件が家庭裁
判所に係属している
ときは.その家庭域
判所(法128Ⅱ）

砿犀涯人,蔽保佐人の親族.保
佐人,職権(民876の3I)

趣味涯人とな旬べき者又は被

保佐人の陳述(法1301･

保佐監督人となるべき者の意
見(法130Ⅱ②）

中巫人・利晋闇1糸参加人，

た保佐監督人(法741)
遡任され

甲 14

27 保佐監督人の辞任についての許
可

保佐開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
128Ⅱ〕

琢涯産宙人(氏876の3Ⅱ、844）
中巫人‘利晉闇爆参加人(法741)

甲 15

28 保佐監督人の解任

保匠開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
128Ⅱ）

曄涯人,薮鐸煙人,被保佐人の
親族，検察官‘職権(民876の3
Ⅱ，846）

録涯霊笥人の陳述(法1301
⑦）

中巫人,利督関藤参加人.保佐監
督人(法741)

甲 16

32 保佐人に対する代理桧の付与

味匠閤始の審判をし
た家庭裁判所※
ただし.保佐開始の
審判が家庭駐判所
に係属しているとき
は､その家庭裁判所
(法128Ⅱ）

稜見人‘段見監督人,補助人.補
助監督人.検察官.保佐人.保佐
監督人(民876の41． 11本文)．
市町村長(糖神保健及び精神障
害者福祉に関する法律51の11の
2,知的障害者福祉法28,老人福
祉法32)任意後見受任者,任窓
後見人.任憲後見監督人(任童
後見契約に関する法銘10Ⅱ）

中立人･判晉関係参加人,保佐人
(法741)

被保佐人及び保佐監督人(当該審
判が保佐監督人の選任と同時にさ
れる場合にあっては保佐監督人と
なるべき者)(法131⑥）

本人の同意(民876の

4Ⅱ）

甲 2

33 保佐人に対する代理椎の付与の
審判の取消し

保佐開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
128Ⅱ）

李人･配瞬者,四親等内の親族，

後見人,後見監督人.補助人.補
助監督人.検察官,保佐人.保佐
監督人(民876の4m）

中巫人，判吾闇像参加人.保佐人
(法741]

被保佐人及び保佐監督人(法131
⑦〉

甲 2
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』貝 I。 、面

管輔裁判所 申立樋者 必要的陳述聴取又は愈見聴取 ．告知の定め 取下制限 備考 家事審判法

類1号翻目
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匠孟雷人.倹察官(民151).市
町村長(箱神保健及び箱神障害
者福祉に関する法律51の11の2，
知的障害者福祉法28.老人福祉
法32),任竃後見受任者.任惹後
見人‘任愈後見監督人(任意後
見契約に関する法律10n)
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寂翻助人となるべき者の陳述
(法139IO)

医師その他の適当な者の窓見
(法138〉
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中巫人,利吾関係参加人,被補助
人となるべき者(法741)
補助人に選任される者.任慈後見契
約法10条第3項の規定により終了す
る任恵後見契約に係る任恵後見人
及び任意後見監督人(法140①）
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本人の同窓(民15Ⅱ）

甲 2の2

37 補助人の同意を得なIﾅれぱなら
ない行為の定め

綱助開始の審判をし
た家庭裁判所※
ただし,補助開始の
審判が家庭駁判所
に係属しているとき
は,その家庭戴判所
(法136Ⅱ）

季人.配偶者､四親等内の親族．

後見人,後見監督人,保佐人.保
佐監督人.検察官,補助人‘補助
監督人(民171, 151本文),市
町村長(精神保健及び箱神障害
者福祉に関する法律51の11の2，
知的障害者福祉法28,老人福祉
法32),任意後見受任者,任窓後
見人.任念後見監督人(任意後
見契約に関する法律10n) *

中巫人,不j否閤1糸霧加人'弧補助

人又は被補助人となるべき者(法74
1)

補助人.補助監督人(当酸審判が補
助人又は補助監督人の選任の審判
と同時にされる場合にあっては.補
助人となるべき者又は補助監督人と
なるべき者>(法14⑫）

本人の同意(民17，）

＊任意後見契約に
関する法律10%2項
の規定により任意後
見受任者,任怠後見
人及び任意後見監督
人は保佐開始の審判
又は補助開始の審判
の申立てと同時に行う
堪合に申立権を有す
ると解されている。

甲 2の2

38 補助人の同怠に代わる8午可

禰助開始の審判をし
た家庭裁判所※

蔽飛助人《氏17m》 鯛咽人のl深迩【法1391@) 中立人,利害関係参加人(法741)

補助人.補助監督人(法14｡)

甲 2の2

39 補助開始の審判の取消し

下田吻唖麺岬歪到きし

た家庭露判所※(法
136Ⅱ）

本人･配隅者,四親等内の親族，
未成年後見人.未成年後見藍督
人.補助人.補助監督人.検察官
(民181 ．m〉

【後見開始又は保佐開始の審判
をする墹合】
職櫓(民191．Ⅱ）

K氏U81又は皿の増合】
被補助人及び補助人の陳述
(法1391@)

中巫人,判督瞬隙参加人,被補助
人(法74【）

補助人.補助監督人(法140④）

申 2の2

40 補助人の同怠を得なければなら
ない行為の定めの審判の取淵し

翻助閲始の審判をし
た家庭裁判所※(法
136Ⅱ）

不人･配偶者,四親等内の親族．
未成年後見人,未成年後見監督
人,補助人.補助監督人.検察官
(民18Ⅱ〉

中巫人･利晋閏醗参加人.被補助
人(法741)

補助人,補助監督人(法14噸）
甲 2の2



家事事件手続法

項 堅珀

管聴裁判所 申立樋者 必要的陳述聴取又は意見聴取 告知の定め 取下制限 備考 家事審判法

類 回春

41 補助人の選任

砺助開始の審判をし
た家庭数判所※
ただし,補助開始の
審判が家庭裁判所
に係屈しているとき
は，その家庭数判所
(法136Ⅱ）

L祠卸叫l調麺uJ雪刊きり句どざ」

職権(民876の71)
【補助人が欠けた場合】
被補助人,被補助人の親族，そ
の他利害関係人.職櫓(民876の
7Ⅱ、843Ⅱ）

【補助人を更に選任する場合】
被補助人,その親族.その他利
害関係人,職権(民876の7Ⅱ．
843Ⅲ）

蔽刑助人となるべき者又は被

補助人の陳述(法1391@)

補助人となるべき者の窓見(法
139Ⅱ①）

甲巫人．利害閏嫌参加人．
た補助人(法74I)

避任され ○

(法142.
121）

甲 14

42 補助人の辞任についての許可

禰助開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
136Ⅱ）

彌助人(民876の7Ⅱ、844）
中巫人･利吾関係参加人(法741)

甲 15

43 補助人の解任

補助開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
136Ⅱ）

稲助躍督人,鼓補助人,被袖助
人の親族●検察官･職槽(民876
の7Ⅱ，846）

翻切人の陳述(法1391｡ 中巫人.利菩関係参加人.補助人
(法74【）

甲 16

45 補助監督人の選任

補助開始の審判をし

た家庭裁判所※
ただし.補助開始の
審判が家庭裁判所
に係閏しているとき
は.その家庭裁判所
(法136Ⅱ）

蔽彌切人,蔽禰助人の親族.補
助人.職権(民876の81)

繊翻助人となるべき者又は被

補助人の陳述(法1391@)

補助監督人となるべき者の愈
見(法139Ⅱ②）

中巫人，判薔関係参加人，
た補助監督人(法74J）

選任され

甲 14

46 補助監督人の辞任についての許
可

禰助開始の審判をし
た家庭裁判所※(法
136Ⅱ）

翻明匿琶人(氏876の8Ⅱ，844）
中巫人．判吾関係参加人(法741）

甲 15

47 補助監督人の解任

翻助開始の審判をし
た家庭戴判所※(法
136Ⅱ）

禰切人.破爾助人,破補助人の
親族,検察官.職権(民876の8
Ⅱ、846）

禰切霊督人の陳述(法1391
⑥）

中巫人･判畜閏鋒参加人,糊助監
督人(法74［〉

甲 16



項

家事事件手続法

蕊画

管輔裁判所 申立楯者 必要的陳述聴取又は意見聴取 告知の定め 取下制限 砺考 家事審判麓

類 号

51 補助人に対する代理権の付与

翻助閥始の審判をし
た恵庭裁判所※
ただし,補助開始の
審判が家庭鮫判所
に係属しているとき
は.その家庭裁判所
(法136Ⅱ）

卒人,配慣者,四親等内の親族，
後見人,後見監督人.保佐人.保
佐監督人.検察官,補助人.補助
監督人(民876の91),市町村長
(鞘神保健及び精神障害者福祉
に関する隆律51の11の2.知的障
害者福祉法28,老人福祉法32)、
任意後見受任者.任愈後見人，
任竃後見監督人(任窓後見契約
に関する法律10Ⅱ） ＊

中巫人,利晉閥係霧加入,補助人
(法741)

補助人.鋪助監督人(当該審判が補
助監督人の選任の審判と同時にさ
れる塙合にあっては.補助監督人と
なるべき者)(法140⑥）

本人の同恵(民876の

9Ⅱ）

＊任意後見契約に
関する法律10条2項
の規定により任意後
見受任者,任意後見
人及び任愈後見監督
人は保佐開始の審判
又は補助開始の審判
の申立と同時に行う填
合に申立椎を有すると
解されている。

甲 2の2

52 補助人に対する代理樋の付与の
審判の取消し

翻助開始の審判をし
た家庭懇判所※(法
136Ⅱ）

FT詞ロ、。～騨亘．＝罹予r刃”郵準･

未成年後見人,未成年後見監督
人.検察官.補助人,補助監督人
(民876の9Ⅱ．876の4m． 【）

中巫人.不J管圏醗参加人.補助人
(法741)

被補助人及び補助監督人(法140
⑦） 甲 2の2

不在

55

百の財腫の唇理 ・ ｡ ： ．

不在者の財産の管理に関する処
分

○ ﾔ●

不在者の従来の住

所地又は居住地(法
145）

* ■ ●
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中巫人,利晋圏係霧加人.選任され
た不在者財産管理人(法741）

甲 3

56

？ ｡ ! ；

失除の宣告

● 0 g G b p

､ 4 J

■
‐
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畝

■
‐
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畝

不在者の従来の住

所地又は居住地(法
1481)

. . .. .F｡ " ・ 3'. :..･･:｡F , . . ･ P.．

利晋闇1糸人(民30）

.;､ ･･･ . :嫌..､.." 号藩.:蕊: ､ ~:も．‐?:5:.野:．
山

守

‐■。

山

守

‐■。

. ｡『 冒 ｡ . ． ； ?

中ユ人･利薔関係参加人(法74I)

● L G 0 1 ｡ ゆ ◇

Q * 6

甲 4

57 失除の宣告の取消し

矢読者の住所地(瞳
1491)

不人，判晋闇際人(民32）
中1人.利晉閥綜参加人，矢歸者

(事件の記録上失蹄者の住所又は
居所が判明している場合に限る｡）
(法741,149m) 甲 4
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59 嫡出否鯉の齢えの特別代理人の
選任

子の任所地《法159

I)
天(氏774,775)，その他嫡出否
哩の鴎えを提起し得る者(人事齢
訟法41, 14）

甲立人,利害閥係参加人，
た特別代理人(法741)

選任され

甲 5

60 子の氏の変更についての許可

子の住所地(子が複
数あるときは子のう
ちの1人の住所地）
(法1601）

-f(子が滴15錘未満であるとき

は,その法定代理人)(民7911,
m)

甲巫人,利害関係参加人(法741)

甲 6

61 養子縁組をするについての許可

塞子となるべき者の

住所地(法161 1)
蓑観となるべき者(民794‘ 798） 養子となもべき者(15愚以上の

もの).養子となるべき者に対し
親権を行う者及び養子となるべ
き者の未成年後見人の陳述
(法161m)

甲立人‘利吾閣係参加人(法741)

甲 7

62 死後離縁をするについての許可

甲立人の住所地(法
1621)

養子糠粗の雲存当事者(民811
Ⅵ）

中立人.利吾関係参加人(法741)
＊

*養子の死後に死後
離縁の許可の申立て
があったときは.申立
人が不適当であるとき
又は申立てに理由が
ないことが明らか名時
を除き,養子を代鰹し
て養親の相線人となる
べき者に通知(専件の
記録上その者の氏名
及び住所が判明して
いる場合に限る｡）
(162Ⅲ）

甲 8

63 特別養子縁組の成立

》
齢

者の 養親となる者(氏817の21) L戚立の審判をする塙合】

養子となるべき者の父母.養子
となるべき者に対し親棺を行う
者及び養子となるぺき者の未
成年後見人,養子となるべき者
の父母に対し親権を行う者及び
義子となるべき者の父母の後
見人の陳述(法164m)
(義子となるぺき者の父母の同
意がないときは,審問において
陳述聴取をする必要がある｡）

【却下の審判をする増合】
義子となるべき者に対し親樋を
行う者及び養子となるべき者の
未成年後見人の陳述(法164
Ⅳ）

中立人.利吾関原参加人,養子とな
るべき者の父母(法741)
養子となるべき者に対し親楢を行う
者及び養子となるべき者の未成年
後見人,菱子となるべき者の父母に
対し親権を行う者及び養子となるべ
き者の父母の後見人(法164V)*

＊審判が確定したと
きは,当餓養子縁組
のあっせんをした児童
相戯所等及び当骸饗
子縁組について家庭
裁判所からの嘱託に
応じ閥査を行った児童
相醗所に通知(規93
皿）

甲 8の2



●

X・母(民8371) 子(15賎以上
旨理樋を回復するにつ(法1691@)
.】 【親櫓又は管
37Ⅱ） ついて、睦君

のも”ﾉの陛迩

哩権を回復するに
】
のもの),子に対L
,子の未成年後見
|691@)

項

家事事件手続法

巫巧

管鞄裁判所 申立権者 必要的陳述聴取又は念見聴取 告知の定め 取下制限 備考 家事審判法

類 号

64 特別養子縁組の離緑

蚕親の住所地(165
I)

蕊十‘実父蝉,槙祭冒(民817の
10)

L醸誕の審判をする増合】 ．

養子(15幾以上のもの),養親，
養子の実父母(これらの者の陳
述聴取は.審問期日において
する必要がある.),養子に対し
親椎を行う者及び養子の後見
人,養親の後見人.養子の実
父母に対し親樋を行う者及び養
子の実父母の後見人の陳述
(法165m)

【却下の審判をする場合】
養子の実父母(申立人を除く)，
養子に対し親柑を行う者及び義
子の後見人,養子の実父母に
対し親権を行う者及び蕊子の
実父母の後見人の陳述(法165
Ⅳ〉

中立人･利吾関係人参加入,養親，
養子及びその実父母(法741)
養子に対し親櫓を行う者及び養子の
後見人,養親の後見人.養子の実
父母に対し親櫓を行う者及び養子の
実父母の後見人(法165V)
＊

＊愛子の年齢及び

発遮の程度その他一
切の事傭を考慮して
養子の利益を害すると
囲める堀合には.墾
子に告知することを要
しない(法165Ⅵ）

甲 8の2

親梅

65 子に関する特別代理人の選任

ひ

｡● ■巳0

子の住所地(法167）

｡ 。 ， ･ ･ ･ , , ,・ ・. ｡ ｡ . 『･も;...．,｡ . ･･ ､ ，1 r ﾔ CQ

●■ 旬

貌侭を行う省(屋826）

子の親族その他の利害関係人
(民840類推〕

・・ , ゴ｡ . , . ｡ ‘ . ､ ． 。. 6賂. ･･････ . .0 , ℃ * 0
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中立人,利吾関係人参加入,選任さ
れた特別代理人〈法741)

申 ■ 6

, C e｡

■ ‐

甲 10

67 親権喪失.親櫓停止又は管理権
喪失

子の住所地(法167） ナ･ての親族,禾戚年蛋見人,未
成年後見監督人,検察官(民
834‘834の21,835).児童相甑
所長(児童福祉法33の7）

十(15駁以上のもの)，子の親

指者の陳述(法16910)(子の
親権者の隙述聴取は.審問期
日においてする必要がある｡）

~r一〆、0千』画園咋”〃uへo錘輝き罐

失し,若しくは停止され,又は管理権
を喪失する親権者(法74I)
子(法17｡ 甲 12

68 親梱喪失.親枢停止又は管理楢
喪失の審判の取消し

子の住所地(法旧7） 季人,その親族(民836).児童相
談所長〈児童福祉法33の7）

十u5願以上のもの),子に対し
親梱を行う者.子の未成年後見
人.親槍を喪失し,若しくは停
止され.又は管理権を喪失した
者の陳述(法1691@)

早立人,利普関係参加人,親権を喪
失し,若しくは停止され,又は管理権
を喪失した親櫓者(法74I)
子.子に対し親権を行う者.子の未
成年後見人(法170②）

甲 12



家事事件手続法

掴I 堅画

管輔裁判所 申立権者 必要的陳述聴取又は意見聴取 告知の定め 取下制限 備考 家事審判法
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養子の礎縁後に未成年後見人と
なるべき者の選任
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禾厩年蛍見人となるべき者の

憲見(法178Ⅱ①）
叩巫八・判奮闘際参加人,選任され

た未成年後見人となるべき者(法74
1)

｡

●●■ ･ﾛ ■■も9 6申 4い O b 0 4

甲 7の2

71 未成年後見人の選任

禾成年蔽鐙見人の

住所地(法176）
L禾厩年浅見人となるべき者がい
ない墹合,又は未成年後見人が
欠けた渦合】

未成年被畿見人.未成年被後見
人の親族その他の利害関係人
(民8401),辞任した未成年後見
人(民845).未成年後見監督人
(民851②).生活保護実施機関
(生活保謹法81),児童相談所長
(児童福祉法33の8I)
【追加選任】
未成年後見人,未成年被後見
人,未成年被後見人の親族その
他の利害関係人.職樋(民840Ⅱ）
【父又は母が,親権．管理樋を辞
した場合又は親権喪失,親権停
止,管理枢喪失の審判を受けた
場合】
当該父又は母(民841）

禾威年蔽痩見人(15態以上の
者に限る｡)の陳述(法1781
①〉

未成年後見人となるべき者の
憲見(法178Ⅱ①）

中巫人,利害関係参加人.選任され
た未成年後見人(法74【），

○(法

180．法
121）

甲 14

72 未成年後見人の辞任についての
許可

未成年被後見人の
住所地(法176）

未成年凌見人(民844》
甲巫人‘判吾関係参加人(法741)

甲 15

73 未成年後見人の解任

未成年蔽後見人の

住所地(法176）
禾厩年夜兄監督人,未成年被後
見人,未成年被後見人の親族．
検察官,職樋(民846）

不戚年震見人の陳述(法178
1②）

中巫人‘判吾閨際参加人‘未成年
後見人(法74】）

甲 16

74 未成年後見監督人の退任

未成年被後見人の
住所地(法176）

禾厩季破蛍見人.未成年披後旦
人の親族.未成年後見人.職樋
(民B4g）

禾取年寂後見人(15歳以上の
者に限る｡)の陳述(法1781
①)

未成年後見監督人となるべき
者の憲見(法178Ⅱ②）

中巫人,利署関係参加人,選任され

た未成年後見監督人(法741)

甲 14

75 未成年後見監督人の辞任につい
ての許可

未成年被後見人の

住所地(法176〉
禾厩年硬見匿督人(民852．84
4） 甲巫人,利害関係参加人(法741)

甲 15

76 未成年後見監督人の解任

未成年被後見人の
住所地〈法176）

未奴年腫見腫督人,未成年被後
見人.未成年被後見人の親族．
検察官､職樋(民852,846）

禾成年殴見監督人の陳述(法1
781･

中巫人,利吾関係参加人,未成年
後見監督人(法741)

甲 16
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窓事事件手続法

則 I 哩垣

管轄裁判所 申立権者 必要的陳述聴取又は窓見聴取 告知の定め 取下制限 備考 家事審判法

類1号# 護
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垂
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勺
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沃養種務者となるべ
き者(複数いるとき
はそのうちの一人）
の住所地(法182
I)

【保腫者選任の申立
てと－の申立てによ
りする塙合】
精神障害者の住所
地(法183）
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妖蚕砿判者又は沃養霧覇者(民
877Ⅱ）
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云塞謹拐肴となるべき者の陳
述(法184①）
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中巫人,判吾閥孫参加人,扶養譲
務の設定を受ける者となるべき者
(法741)

乙 8

85 扶養職務の設定の取消し

沃餐硬務の設定の

審判をした家庭裁判
所※(法182Ⅱ）

球舞砥利省又は扶養騒務者(民8
77m)

沃餐磁利者の輝述(途184②） 平エ人,季j吾閥係参加人,扶養競
務の設定を受けた者(法741)

乙 8

推定

86

珀籾人の廃除.:: ‘ :－， :;： ． ・ ！ 『

推定相続人の廃除

■

◇ ｡- 年▽ d 0 q d q ■ ｡ ■Q e T画■●

蔽組醗人の住所地
(法1881本文）
【被相続人の死亡
後】

相続が開始した地
(法1881ただし書）
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繊相覗人(氏892)．通言執行者
(民893）
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廃際を不められた推定相焼人
の陳述(申立てが不適法である
とき又は申立てに理由がないこ
とが明らかなときを除く）
(陳述聴取は.審問期日におい
てする必要がある｡）
("188m)

中巫人,利晉闇1糸参加人.廃除を求
められた推定相続人(法741)

家事審判の申立害の
写しの送付(法188
Ⅳ,67）

乙 9

87 推定相続人廃除の審判の取消し

種相観人の住所地
(法1881本文〉
【被相続人の死亡
後】
相鏡が開始した地
(法1881ただし害）

敵租税人(氏8941),遺言執行
者(民894n,893) 中ユ人・利晋闇1糸参加人，

た推定相銃人(法741)
廃除され

乙 9

88
推定相綴人の廃除の審判又はそ
の取渦しの審判の確定前の遺産
の管理に関する処分

推定相綴人の廃除

の審判事件又は推
定相続人の廃除の
審判の取消しの審蝋
事件が係属している
家庭裁判所(その審
判事件が係属してい
ない場合にあっては
相続が開始した地を
管霜する家庭戴判
所.その審判事件が
抗告裁判所に係属し
ている塙合にあって
はその裁判所)(法
1891)

観朕,利沓関係人,挨察官(民8
95I) 中巫人･判晉闇儀謬加人． （管理人

が選任された審判については)選任
された管理人(法741)

高裁が第一審として簿
事審判の手続を行う
増合あり

甲 23



家事事件手続法
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類1号相糊の承鯉藻び放ヨ ③ 0 ○ L r ゥ ■ bｳ ●b

e 6 , , . ｳ L g
e● 七e ③■ 自

■ Q C p 0ｳ｡ ■
■､も

も BOe ●◇

色 白

申 心 ■ U D C ●O 司 り ゥ も
ﾛ ･ . ｡ ■ ■ 4● ﾛ C●七･ ﾛ 90 p ●
｡ ， ‘ ,． ． . 。 - fL‘g ･ i j 1

ｆ

凸 ④

●・
‐
子
。
』
も
ｆ

■
■

ｇ
ｂ申

●

ログ。●

◆

●

“
Ｊ
Ｇ
ｑ

廿

Ｄ

Ｃ

二

●

●

・
旬

。
b 。 ， ･･･ ・・,･･･｡｡ . 冒・' ･･ ： . ‘6. .？ ･ - . . .. 1 『 ｡ , ･ ･ . . .

, , ．'兜' '－，. ﾛ ． . . ｡､ ･･b ･‘･尋 L ・ ・ ｡ ｡ ザ巳‘ , . ･･.. . ｡.
． ●9 ・：． ” ．

寺e－e

U ●

①

■
●

89 相続の承鹿又は放棄をすべき期
間の伸長

樋呪が開始した地

(法2011)
判奮闘1糸人.検察官(民916【た
だし害）

中巫人,卓l晉闇係参加人.期間が

伸長された相続人(法74I)
甲 24

90 相続財産の保存又は管理に閏す
る処分

相親が開始した地

(法2011)
利吾閥雛人.換察官《民gl8Ⅱ．
926Ⅱ、936m,940n)

中立人,利晉関係参加人, 〔管理人

の選任の審判については)選任され
た管理人(法741) 甲 25

91 限定承鹿又は相続の放棄の取消
しの申述の受理

ロ凹可Vb"り．p珂尹回しβ－争嘩

(法2011)
限定承昭･放棄の取消しをしよう
とする者〔民919Ⅳ）

＊
＊甲通人及び利害閏

係参加人に通知(規1
O6X) 甲 26の2

92 限定承麗の申述の受理

相硯が開始した地
(法2011）

砲祇人《全貝共同)(民922，92
3）

＊

＊甲述人及び利害関

係参加人に通知(規1
o6n) 甲 26

94 限定承偲を愛理した場合におけ
る相続財産の管理人の選任

紺認がI附始した地一

(法2011).抗告裁
判所が限定承盟の
申述を受理した場合
にあっては.その裁
判所(法201m)

職砲【法201皿，民9361）
中巫人・利吾関係参加人，
た管理人(法741）

選任され

甲 28

95 相続の放棄の申述の受理

拍覗が開始した地
(法2011)

預税人(氏938》
＊甲通人及び利番関
係参加人に通知(規1
O6n) 甲 29
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I)

【第2種財壷分離】
相続人の債櫓者(民9501)
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甲巫人･利畜関醗参加人,相縦人
全員(法741)
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甲 30

97 財産分離の鯖求後の相続財産の
管理に関する処分

財産分離の審判事

件が係閥している家
庭鼓判所(抗告裁判
所に係属している塙
合にあってはその裁
判所,財産分離の裁
判破定後にあっては
財産分殿の審判事
件が係屈していた家
庭観判所)(法ｸ､ク
【②）

唾砿(氏9431）
中巫人･判百閤醗参加人‘ （管理人

の選任の審判については)選任され
た管理人(法741)

周等裁判所が第一審
として寂事審判の手績
を行う場合あり ‐

甲 32



家事事件手職法

項I 砥項

管轄裁判所 申立櫓者 必要的陳述聴取又は意見聴取 告知の定め 取下制限 備考 家事審判法
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L狛瞬財産琶理人の選任】
利害関係人又は検察官〈民952
I)

【権限外行為許可】
相続財産管理人(民953.28）
【相続人捜索の抗告】
相続財産管理人.検察官(民95
8)

中1人.利否閣保参加人,（管理人

の選任の審判については)選任され
た管理人(法741)

甲 32

●

101 特別縁故者に対する相績財産の
分与

相緬が開始した地

(法2031｡
甑預税人と雲計を同じくしていた

者.被相続人の療養君設に努め
た者その他の被相綴人と特別の
緑故があった者(民958の31)

T回而E剛昼区富ｴ里人⑳恵見(承ZO

5）
中巫人,利否閨係参加人(法74I)
＊

＊相綴財産管理人に

申立ての通知及び審
判確定の通知(規11
OⅡ） 甲 32の2
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(法209I)
ただし,遺冨者の生
存中は,遺冨者の住
所地(法209Ⅱ）
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遜人の一人‘利香関係人(民976
Ⅳ､979m) 中巫人･利吾閨際参加人(法741) ○

(法212）

甲 33

103 遺言書の検腿

相綴を開始した地
(法2091)

垣菖轟の味冒者.遍冨書を発見
した相続人(遺言保管者が存在し
ない場合)(民10"I)

申
◎

(法212）
鯛醤作厩(法211）

＊【遺言書の検腿の
期日の通知】
申立人及び相続人
(規1151）

*【検鯉済通知】
遺冨啓の検鯉の期日
に立ち会わなかった相
続人,受退者その他
の利害関係人(期日
通知を受けた者を除
<）

甲 34

104 遺言執行者の選任

相厩を開始した地
(法2091)

利審闇1糸人(氏1010） 坦冨醜行雷となるべき者の遼
見(法210X)

中巫人・判晋關係参加人，
た過言執行者(法741)

選任され

甲 35

106 遺倉執行者の解任

相穰を開始した地
(法2091）

利喬関係人(民10191) 廻菖観1丁雷の陳述(法2I0I
①）

甲巫人･利密関係参加人.遺言執
行者(法741)
相統人(法213①〉 甲 37

107 遺言執行者の辞任についての許
可

相貌を開始した地
(法2091)

返菖認行者(民1019Ⅱ）
中巫人･利吾閣係参加人(法741)

甲 37
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条第2号の本人の住
所地(法2171)
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季人･配偶省,四親等内の親族．
任窓後見受任者(任窓後見契約
に関する法律41本文）

季人の陳迩△(法220IO)

医師その他適当な者の遼見
(法219）

任童後見監督人となるぺき者
の憲見(法220Ⅱ》
任意後見受任者の意見(法220
m)

中立人・不｣管闇職参加人‘

た任意後見監督人(法741
選任され
）

本人.任遼後見受任者(法222①）

0

(法221）

Q C

112 任怠後見監督人が欠けた塙合に
おける任恵後見監督人の選任

任意後見契約の効
力を発生させるため
の任窓後見監督人
の選任の審判をした
家庭薮判所(抗告裁
判所が当鮫任愈後
見監督人を選任した
場合にあっては,そ
の第一審裁判所で
ある窓庭裁判所）
(法217Ⅱ）

ただし.任窓後見契
約の効力を発生させ
るための任恵後見監
督人の遡任の審判
事件が家庭裁判所
|こ係属しているとき
|ま.その家庭溌判所
(法217，）

李人･での親展,任麺後見人,職
権(任意後見契約に関する法律4
Ⅳ）

李人の陳述△(法220【①）

任窓後見監督人となるべき者
の怠見(法220Ⅱ）

中ユ人・甲j沓閏1糸参加人，
た任窓後見監督人(法741

選任され
）

○

(法221）

113
任恵後見監督人を更に週任する
場合における任意後見監督人の
選任

同上
卒人･での親族,任恵後見人,職
権(任意後見契約に関する法律4
V.Ⅳ）

牛人”騨迩△("2201O))

任愈後見監督人となるべき者
の意見(法2201)

中エ人，利吾倒際謬加人．

た任念後見監督人(法741
選任され
）

ー ｰ

116 任遼後見監督人の辞任について
の許可

p●

同上 辻忌酸異霊賢人(任意後見契約
に関する法律7Ⅳ,民844〉 中坐人,利膏閥1糸霧加人(法741)

－ q■■
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管轄裁判所 申立権者 必要的陳述聴取又は窓見聴取 告知の定め 取下制限 鯛考 家事審判法

類 号

117 任怠後見監督人の解任

同上 吐悪陵見匿腎人,被任意後見
人,その親族,検察官,職権(任
童後見契約に関する法律7Ⅳ,民
846〉

仕慈溌見霊留人の瞬述(鑑22
oI@)

中巫人.利吾幽係参加人，任種後
見監督人(法741)

ー q■■

120 任怠後見人の解任

同上 仕慈浅見匿腎人,本人.その親

族,検察官(任意後見契約に閲す
る法律8）

筐慈睦見人の陳述(法2201
③）

■
■
■
■
■
■
ロ
ロ
ダ

国立人，利薔関係参加人､任塗後
2人(法741)

尽人‘任意後見監督人(法222③） ー ー

121 任意後見契約の解除についての
許可

同上 李人･迂恵汲見人(任怠後見契
約に関する法律9Ⅱ）

本人及び任惹後見人の陳述
(法2201@)

早延人.判奮闘際参加人(法74【）

本人.任意後見人.任霊後見監督
人(法22麺） ー ー
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122 氏又は名の変更についての許可

甲立人の住所地(法
226①）

L塵の匪史についての許可】

氏を変更しようとする戸霜箪頭者
及びその配偶者(戸鰯法,071）
【名の変更についての許可】
名を変更しようとする者(戸霜法
107の2)

[氏の変更についての許可の密
判をする場合】
申立人と同一戸鯖内にある者
(15磯以上のものに限る｡)の
陳述(法229I)

中エ人,判晉圏隙参加人(法741)

一

124 戸鯖の訂正についての許可

鞘のある地

6③》
M,迦涯な配啄等の訂正】
利害関係人(戸籍法113）
【無効な行為の記敏の師正】
届出人.届出事件の本人(戸箱
法114）

中巫人，利吾関1糸参加人(法741）
＊

＊【不適法な配駁等切
訂正】

申立てが当鮫戸籍の
届出人又は届出事件
の本人以外の者から
された場合には.申立
てが不適法であるとき
又は申立てに理由が
ないときを除き,当該
届出人又は届出事件
の本人に対し,申立て
の通知(事件記録上こ
れらの者の氏名及び
住所又は居所が判明
している場合に限る）
(法228）

I■■
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件に該当する性同一性障害者
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けた児童相鮫所長(児童福祉法
28［、321)

堀亙を現に題瞳する者,児童に

対し親権を行う者.児童の未成
年後見人,児童(15幾以上のも
のに限る｡)の陳述(申立てが
不適法であるとき又は申立てに
理由がないことが明らかなとき
を除く)(法2361,235)

中1人,利舂閥擁謬加人("741)

児童を現に監腫する者,児童に対し
親梧を行う者,児遁の未成年後見人
(法237）

I■■ ー

128 都道府県の措置の期間の更新に
ついての承認

児童の住所地(法
234）

郵坦肘県却事又はその委任を受
けた児童相餓所長(児童福祉法
28n,321)

回エ
中1人.利吾閣燦参加人(法741)

児童を現に監鰻する者.児童に対し
親権を行う者,児童の未成年後見人
(法237）
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130 保謹者の順位の変更及び保瞳者
の選任

稻秤障害者の住所
地(法2411）

利晉閥嫌人.親展,箱神科病院
長.市区町村長等(箱神保健及
び精神障害者福祉に関する法律
20m.昭和38年10月2日家二第
113号家庭局長回答）

L珠睡壱の順位の変更】

先順位に変更される者の意見
(法241Ⅱ①）

【保態者の避任】
保瞳者となるべき者の窓見(法
241Ⅱ②）

L津睡石の噸泣の変史J

申立人.利害関係参加人．
変更される者〔法741)
【保瞳者の選任】
申立人.利害関係参加人．
た保鰻者(法74【）

先順位に

選任され
ー ー



【別表第二事件】

r鯛蟷11ナ弊竝、ユュ率の宝1－－÷芝

項

家事事件手続法

事項
審判の場合の管鈷裁判所(※） 申立擢者 必要的陳述聴取 告知の定め 取下制限 簡考

家事審判法
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当事省の隙述(途68） 堂畢者,利害関係参加人
(法741)

七 G 4 b

. . .･ 凡 ､ 寺 4 ？ P

乙 1

2 婚姻費用の分担に閥する処分
夫又は妻の住所地を管縮する家腱裁判所．
("15")
又は

当事者が合意で定める恵庭裁判所(法661）

天．垂

(民760）
當畢省の晦迩(法68） 雪娘壱.利吾関係参加人

(法74］）

乙 3

3
子の監腹に関する処分
(子の監腫者の指定.面会交流，
養育費,子の引渡し等）

子(父又は母を同じくする数人の子について
の申立てに係るものにあっては,そのうちの
一人>の住所地を管軸する家庭裁判所(法
150④）
又は

当事者が合意で定める家庭域判所(法661)

X，坪, (子の監護者）

(民766n,m,749,
771.788）

ヨ華有の晦埋(法68）

子(15雄以上のもの)の陳
述(子の監穫に要する費用
の分担に関する処分の審判
を除く｡）(法152Ⅱ）

当事者.利害閣際参加人
(法741）

乙 4

4

■
●

財産の分与に関する処分
圭ﾕは塁であった者の住所地を管轄する家
庭裁判所(法15噸）
又は

当車者が合意で定める家庭裁判所(法661）

天又'ま愛であった者

(民768Ⅱ、749.771）
ヨ学省の疎通〔透6B） ヨ畢壱.不ﾘ蚕関係参加人

(法741)
0

相手方の同
意を要する堀
合あり
(法153）

乙 5

5 離蟠等の場合における祭具等の
所有権の承継者の指定

所有者の住所地を管轄する家庭裁判所(法
150⑥）
又は

当事者が合怠で定める家庭裁判所(法661 ）

曜階等の一方当窮者.そ
の他の関係人
(民769Ⅱ、749,751Ⅱ．
771）

堂畢有の蝉迩(法68） 利膏関係参加人

乙 6



項

家事事件手続法

事項
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子(父又は母を同じくする数人の子について
の親権者の指定若しくは変更又は第三者が
子に与えた財産の管理に関する処分の申立
てに係るものにあっては,そのうちの一人)の
住所地を管轄する家庭裁判所(法167）
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当事者が合愈で定める家庭裁判所(法661)
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子に与えた財産の管理に関する処分の申立
てに侭るものにあっては‘そのうちの一人)の
住所地を管鞘する家庭裁判所(法167）
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※上腿事項につき閥停を申し立てる塙合の管轄は,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合愈で定める家庭裁判所(法245I)である。

項

家事率件手続法

事項
審判の埋合の管糖裁判所(※） 申立権者 必要的疎述聴取 告知の定め 取下制限 備考

家事審判法

類 号

10
扶養の程度又は方法についての
決定及びその決定の変更又は取
消し
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当事者が合意で定める家庭裁判所(法661）

沃餐殖利者.扶養狸務
者(民879,880)

当畢省の騨述(法68） 当単省．利害閣慨参加人
(法741）
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14 寄与分を定める処分

【遺産分割審判事件が係属している場合】
当該遺産分割審判事件が係属している裁判
囲淘型I)又は当事者が合意で定ある壷
庭裁靭所(法661)

【上記以外の塙合】
阻続が開始した地を管鞄する家庭裁判所(法
1911)又は当寧者が合意で定める家庭裁判
所(法661)

夫同預穂人中,被相親

人の事象に関する労務
の提供又は財産上の給
付,被相続人の療養肴
霞その他の方法により被
相絞人の財産の維持又
は増加について特別の
寄与をした者(民904の2
Ⅱ）

当事書の陳述(法68） 当皐香.利害関係参加人
(法74］）

高璽が顕一審として

家車審判の手続を
行う場合あり
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申立人ヱは相手方の住所地を管輪する家庭
裁判所(法2331)
又は

当事者が合意で定める家庭裁判所(法661)
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天又は垂であった者(厚
生年金保険法78の2Ⅱ、
国家公務員共済組合法
93の5Ⅱ(私立学校教職
員共済法25で準用)，地
方公務員等共済組合法
105n)
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(別紙第9）

家事事件手続法及び家事審判法適用事件一覧表

※以下, 「旧法｣とあるのは家事審判法を, 『新法｣とあるのは家事事件手続法を, 「整備法｣とあるのは『非訟事件手続法及び
家事事件手統法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律｣を示す。

【例外】整備法施行後に申し立てられた又は開始された事件であっても,旧法が適用される場合

垂一心

七
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恥
城
癩

a e b ● － ① F e

:::銀拠規定*;’

旧法適用事件

整備法施行(平成25年1月1日)前に申し立てられた家事事件
一 ■ 凸●■■今

く具体例〉

一寺一
一

イ整備法施行前に申し立てられた家事審判事件又は家事調停事件

■ 1■ ■●一一

ロ整備法施行前に申し立てられた家事調停事件について調停が成立せず,整備法施
行前に旧法26条1項の規定により家事審判の申立てがあったものとみなされた場合の
当該家事審判事件

整備法施行(平成25年1月1日)前に職権で手続が開始された家事事件

<具体例〉

ー 寺 一一 －ー●･ーー

イ整備法施行前に職権で手続が開始された家事審判事件

一 ●

ロ整備法施行前に旧法11条,18条2項又は19条1項の規定により調停に付され,職
権で手続が開始された家事調停事件

整備法4条1号

新法適用事件 上記以外の家事事件 家争畢1午子統

法附則2条

■ ■ ● ﾛ ■

■ ■ ● ●

■ G ◆ － 9

■ ■ 争 ■
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◆ 今 ■
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蕊根拠規定;;：

総則

1 家事審判事件
整備法施行前に家事調停の申立てがあった事件について調停が成立せ
ず,整備法施行後に旧法26条1項の規定により家事審判の申立てがあった
ものとみなされた場合

整備法4条2号

2
保全処分及びその取

消しの審判事件

次のイからハまでの事件に係る場合

イ整備法施行前に申し立てられた家事事件

ロ整備法施行前に職権で手続が開始された家事事件

ハ上記1の場合の家事審判事件

整備法4条3号

3 家事調停事件

整備法施行前に家事審判の申立てがあった事件について,整備法施行後
に旧法11条の規定により調停に付した場合

整備法施行前に訴えの提起があった事件について,整備法施行後に旧法1
8条2項本文又は19条1項の規定により調停に付した場合

整備法4条4号
前段

整備法4条4号
後段

各則



’
の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産c
処分(別表篭一の88)

卜離の請求後の相続財産の管理に関
室一のqワ｝

抑
雲

【その他】注意を要する場合等

1後見監督事件：関連する後見開始事件が旧法適用事件であったとしても,整備法施行後に立件された後
見監督事件は新法適用となる｡成年後見に関する審判事件,保佐に関する審判事件及び補助に関する審判
事件は,整備法4条5号に掲げる財産の保存又は管理に関する処分に含まれない。

2後見開始の審判の取消事件：関連する後見開始事件が旧法適用事件であったとしても,整備法施行後
に立件された後見開始の審判の取消事件は新法適用となる。

3事件の併合：上記【例外】の5から7までの立法趣旨は,併合しなければならない事件については,両事件
を同一の規律で処理するのが相当である点にある。

5
寄与分を定

の甕到事件
める処分

整備法施行前に申し立てられた遺産分割甕到事件に関して,寄与分を定め
る処分の審判の申立てがされた場合

整備法施行前に申し立てられた遺産分割讃僅事件について調停が成立せ
ず,整備法施行後に,旧法26条1項の規定により家事審判の申立てがあっ
たものとみなされた場合の当該遺産分割甕到事件に関して,寄与分を定める
処分の審判の申立てがされた場合

整備法施行前に申し立てられた寄与分を定める処分の髪型l事件と同一の相
続財産に関して,他の寄与分を定める処分の審判の申立てがされた場合

整備法施行前に申し立てられた寄与分を定める処分の謹侵事件について調
停が成立せず,整備法施行後に,旧法26条1項の規定により家事審判の申
立てがあったものとみなされた場合の当該寄与分を定める処分の蓋到事件
と ， 同一の相続財産に関して,他の寄与分を定める処分の審判の申立てがさ
れた場合

整備法4条6号
前段

識
耀
法4条7号

6
寄与分を定
の調儘事件

める処分

整備法施行前に申し立てられた遺産分割盟催事件に関して,寄与分を定め
る処分の調停の申立てがされた場合

整備法施行前に申し立てられた遺産分割甕到事件について,整備法施行
後に,旧法11条の規定により調停に付した場合の当該遺産分割調侵事件に
関して,寄与分を定める処分の調停の申立てがされた場合

整備法施行前に申し立てられた寄与分を定める処分の遡僅事件と同一の相
続財産に関して,他の寄与分を定める処分の調停の申立てがされた場合

整備法施行前に申し立てられた寄与分を定める処分の菱到事件について，
整備法施行後に,旧法11条の規定により調停に付した場合の当該寄与分を
定める処分の謝僅事件と,同一の相続財産に関して,他の寄与分を定める
処分の調停の申立てがされた場合

整備法4条6号
後段

整備法4条7号
後段

・ 7

特別縁故者に対する
相続財産の分与の審
判事件

整備法施行前に申し立てられた特別縁故者に対する相続財産の分与の審
判事件と同一の相続財産に関して,他の特別縁故者から相続財産の分与の
審判の申立てがされた場合

整備法4条8号


